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(1) 利用申し込み 
「使用許諾契約の内容」をご確認いただき、下記いずれかの方法でお申し込みください。 
 インターネットからのお申し込み 
当財団ホームページのお問い合わせサイト（下記）から、氏名、連絡先等の項目を記入の上、「お問い合わせ

内容」の欄に、「CASPort の見積もり希望」あるいは「CASPort を＿本（ライセンス数）申し込み」などの用

件を記入し、送信してください。受信確認後、担当からご連絡します。 
お問い合わせサイト ： https://www.scopenet.or.jp/main/contacts/index.html 
 

(2) 使用許諾契約の締結 
利用申し込み後、当財団より使用許諾契約書２部（お客様と当財団の各１部。両者の捺印なし）を発行、送付

します。 
お客様は、使用許諾契約書２部に記名・捺印し、当財団に送付してください。 

 
(3) ライセンス CD の送付 

お客様の記名・捺印された使用許諾契約書の受領後、当財団より、ライセンス CD を送付します。その際に、

認証 ID とパスワードを記した通知書、使用許諾契約書１部（両者の捺印あり）、納品書、請求書を同梱します。 
 

(4) CASPort の利用開始 
お客様は、ライセンス CD に収録されたプログラムを利用端末にインストールし、CASPort の利用を開始しま

す。 
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